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2023年の法改正で出題されそうなところ

① 指定介護予防支援事業者について

居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて

介護予防支援を実施できるようになった

予想問題

介護予防支援事業者の指定を受けられるのは

地域包括支援センターだけである ✕

② 居宅介護支援・介護予防支援のモニタリングについて

テレビ電話装置その他の情報通信機器を

活用したモニタリングもOK

少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）

は利用者の居宅を訪問

予想問題

テレビ電話や情報通信機器を活用した

モニタリングも認められる 〇

その場合は利用者の居宅を訪問しなくてもよい ✕
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③ 通所リハビリテーションにおける訓練給付の提供について

通所リハビリテーション事業所で共生型自立訓練（機能訓練）

又は基準該当自立訓練（機能訓練）の提供ができるようになった

自立訓練(機能訓練)事業所は全国的にも少なく、

事業所が1 か所もない都道府県もある。

そこで、病院・診療所と通所リハビリテーションで、

自立訓練(機能訓練)による訓練給付を

みなし指定事業所として提供できるようにした

予想問題

指定通所リハビリテーションで共生型自立訓練や基準該当自立訓練が受けられる 〇

④ 貸与と販売の選択制の導入

対象

固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖

貸与後→福祉用具専門相談員が利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリング

販売後→福祉用具専門相談員が特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認

予想問題

選択制の対象は、固定用スロープ、歩行器、杖である 〇

貸与後は６か月に１度モニタリングが必要 〇
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⑤ 訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所のみなし指定

改正前：病院、診療所

改正後：病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院

通所リハビリテーションと同じになった

予想問題

訪問リハビリテーションのみなし指定は病院、診療所だけ ✕

⑥ 口腔の健康状態評価の義務化

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

入所者毎に施設入所時及び入所後 月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施

予想問題

介護保険施設入所時には、歯科医師が入所者の口腔状態の評価を行わなければならない ✕

介護保険施設入所時には、入所者の口腔状態の評価を行わなければならない 〇

介護保険施設入所後、月に1回程度、入所者の口腔の健康状態を評価しなければならない 〇

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に
係る技術的助言及び指導を年２回以上行う
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⑦ 指定居宅介護支援事業所の人員基準について

改正前：利用者の数が35又はその端数を増すごとに１

改正後：利用者の数（指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該事業所における指定

居宅介護支援の利用 者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の

数に３分の１を乗じた数を加えた数。）が44 又はその端数を増すごとに１

予想問題

利用者の数が35又はその端数を増すごとに１とする ✕

介護支援専門員1人あたりの取り扱い件数が35を超えると居宅介護支援費が減算される ✕

⑧ 同一建物に居住する利用者への居宅介護支援 ケアマネジメント減算

  ・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は

指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者

・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する

建物に居住する利用者

予想問題

同一建物に居住する利用者への居宅介護支援は減算される 〇
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⑨ 第1号被保険者 保険料

改正前：負担能力に応じた 9 段階の所得段階別定額保険料

改正後：負担能力に応じた 13 段階の所得段階別定額保険料

予想問題 負担能力に応じた 9 段階の所得段階別定額保険料 ✕

⑩ 看取り、ICT活用

看取り：すべての事業者・施設で行っている

ICT活用：人員基準緩和、テレワーク

予想問題

○○サービスでは看取りは行っていない ✕

見守り機器を活用すれば配置人員が緩和される 〇

テレビ電話、テレワーク、電子署名認められない ✕
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⑪ 〇〇委員会

身体拘束、感染対策、虐待防止、事故防止など

ほぼすべての事業者・施設が行うようになっている(義務)

やらない場合はペナルティ(減算)

予想問題

○○では〇〇委員会を開催する必要がある (義務〇、努力✕)

※身体拘束と感染症は3月に1回、虐待防止と事故防止は定期的

やならいとペナルティがある(減算) 〇

感染対策委員会

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等OK)を

おおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従 業者に周知徹底
・指針を整備

・介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食 中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

身体拘束等適正化委員会

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装等OK) を

３月に１回以上開催、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底 
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

虐待防止検討委員会

・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ 電話装置等OK)を

定期的に開催するとともに、そ の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底
・ 指針を整備

・ 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のた めの研修を定期的に実施

・ 担当者を置くこと

事故防止検討員会

・ 事故が発生した場合の対応、事故発生の防止 のための指針を整備

・ 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話等OK)及び従業者に対する研修を定期的に行う
 ・担当者を置くこと
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業務継続計画
・感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する施設サービスの提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る ための計画(業務継続計画)を
策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない 

・従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施
・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画 の変更を行う

法改正について 出題パターン

年度の入れ替え 直近２回分

内容の入れ替え 難しい



2023年法改正

8

22回



2023年法改正

9

⑫ 2023年改正 大項目と小項目

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 ①、②、③、④、⑩、⑪

２ 自立支援・重度化防止に向けた対応 ⑤、⑥

３ 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり ⑦、⑩

４ 制度の安定性・持続可能性の確保 ⑧

予想問題 2023年改正として正しいもの

・大項目１～４ 〇

・小項目（特に①，③，④、⑤） 〇

・2020年、2017年が入っていたら ✕
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